
 
 

東京都南多摩保健医療圏  

地域保健医療推進プラン 

事業実施状況 

 

 

 

 

 

南多摩地域保健医療協議会 

健康安全部会所管分 

本プランは、圏域全体の保健医療を総合的に推進するための包括的な計画として位

置付けられており、圏域各市の個別の取組を比較するものではない。 

なお、圏域各市における各事業の取組は、各市の実情に応じて実施されており、そ

の実施体制や方針等もそれぞれ異なるため、進行管理において、単純な横並びや比較

ができるものでもない。 

資料  ３ 



整理番
号

16

指標に係る取組状況

八
王
子
市

町
田
市

日
野
市

多
摩
市

稲
城
市

南
多
摩
保
健
所

八
王
子
市

町
田
市

日
野
市

多
摩
市

稲
城
市

南
多
摩
保
健
所

・感染症対策に係る地域連携会議参加　8回
・感染症に係る地域連携会議は市内２病院が開催し、抗菌薬の使用状況、薬剤耐
性菌検出状況の報告、意見交換等を実施

・感染症対策に係る地域連携会議参加　8回
・感染症に係る地域連携会議は市内２病院が開催し、抗菌薬の使用状況、薬剤耐性
菌検出状況の報告、意見交換等を実施

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－１　健康危機管理体制の充実

重点プラン ２　新興感染症発生・まん延時の対策

指 標 新興感染症発生・まん延時の対策　⇒　強化する

▶新興感染症発生・まん延時の対策に関係する会議、連絡会の開催状況

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・八王子市感染症予防計画推進会議　開催２回
・市内医療機関との連携WEB会議　開催１２回

・八王子市感染症予防計画推進会議　1回
・市内医療機関との連携WEB会議　5回
・ICN連絡会 1回
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
市内医療機関ICN同士の横のつながりやICNと保健所との連携強化による市内の感
染症対応力向上を目指し、ICN連絡会を開催した。次年度以降、具体的な取り組み
を進めていく。

・市職員向け研修、保健所職員向け訓練、高齢者施設向け研修、医療機関向け研
修についてそれぞれ１回ずつ開催
・生活衛生部門向け（給食施設・理美容施設・旅館業等）研修　計４回開催

・社会福祉施設向け研修（感染症の基本：WEBセミナー1回/吐物処理訓練1回）計2
回
・保健所職員向け（PPE着脱訓練・N95フィットテスト） 2回
・市職員向けe-ラーニング研修 1回
・医療機関向け研修 １回
・生活衛生部門向け（給食施設・理美容施設・旅館業等）研修　計5回開催

・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会（WEB開催）に参加 ・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会（WEB開催）に参加

・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会（WEB開催）に参加 ・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会（WEB開催）に参加

・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会（WEB開催）に参加 ・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会（WEB開催）に参加

・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会の開催（11月、3月）
・管内3市健康主管課3市医師会事務局連絡会（WEB）の開催（４月、５月）
・南多摩保健所感染症対策連絡会（９月、１月）及び精神科病院感染症対策連携会
議（１月）の開催

・南多摩健康危機管理対策協議会の開催（７月）
・南多摩保健医療圏感染症地域医療体制ブロック協議会兼南多摩保健所健康危機
対処計画協議部会の開催（10月、3月）
・管内3市健康主管課・保健所連絡会（WEB）の開催（５月、６月、８月、９月、10月、11
月、12月、１月、２月、３月）
・南多摩保健所感染症対策連絡会（６月、１月）及び精神科病院感染症対策連携会
議（10月）の開催
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
南多摩健康危機管理対策協議会の開催、南多摩保健所健康危機対処計画協議部
会の設置、開催。管内3市健康主管課・保健所連絡会（WEB）の定期的な開催。

▶新興感染症発生・まん延時の対策として実施する訓練や研修の実施状況

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・職員の感染症対策に関する知識と技能向上を図るため、年１回、定期的に陰圧テ
ントの設営稼働訓練を実施
・防護服・防護マスク・消毒液等の感染症対策用備蓄資材の在庫管理を行い、新興
感染症発生時の対応を確認

・職員の感染症対策に関する知識と技能向上を図るため、令和7年度3市合同感染
予防対策（防護服着脱）訓練に参加
・防護服・防護マスク・消毒液等の感染症対策用備蓄資材の在庫管理を行い、新興
感染症発生時の対応を確認

・管内3市合同感染予防対策（防護服着脱）訓練の実施（８月）

・管内3市合同感染予防対策（防護服着脱）訓練の実施（７月）
・情報伝達訓練（７月）
・災害対策兼感染症対策研修「令和６年能登半島地震災害派遣報告～嘔吐があっ
た時の感染症対策～」（３月）
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
情報伝達訓練の実施。嘔吐物処理研修の実施。

・感染症対策に係る合同訓練参加　1回
・フィットテスト及び防護服着脱訓練実施　２回
・嘔吐物処理訓練　１回
・合同訓練は市内２病院が開催し、新興感染症発生時の図上シミュレーションと、防
護服着脱訓練を実施　　等

・感染症対策に係る合同訓練参加　1回
・フィットテスト及び防護服着脱訓練実施　２回
・嘔吐物処理訓練　１回・感染症対応基礎研修　１回
・合同訓練は市内２病院が開催し、新興感染対策の講義と、防護服着脱訓練を実施
等

・南多摩保健所管内3市合同感染症予防対策訓練に日野市から4名が参加
・健康課職員による防護服着脱訓練を実施

・南多摩保健所管内3市合同感染症予防対策訓練に日野市から4名が参加
・健康課職員による防護服着脱訓練を実施

・南多摩保健所管内3市合同感染症予防対策（防護服着脱）訓練に多摩市から3名
が参加

・南多摩保健所管内３市合同感染症予防対策（防護服着脱）訓練に多摩市から3名
が参加
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指 標 食品関係事業者へのHACCPの普及　⇒　充実する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－２　食品の安全確保

重点プラン １　事業者の自主衛生管理の取組の促進

▶各種食品衛生講習会、相談会などHACCPに関する普及啓発の実施状況

・一般社団法人東京都食品衛生協会の専門家を講師としたHACCPに関する衛生管
理講習会・相談会を開催
・食品衛生推進員を対象とした食品衛生推進会議において、巡回指導などを実施し
た際にHACCPの導入促進を依頼
・各種業態別講習会やホームページ等においてHACCPの導入を啓発、支援
・一般社団法人東京都食品衛生協会と協力し、産業まつり等においてHACCPに関
する街頭相談を実施
・一般社団法人東京都食品衛生協会が専門相談員を派遣し、HACCP導入に関する
アドバイスを行うHACCP訪問アドバイス事業（無料）を紹介。HACCPの導入を促進
等

・各種講習会、研修会等、あらゆる機会を活用し、HACCPの制度化に関する普及啓
発と具体的な対応方法を指導した。
　＜外部専門家によるHACCP講習会・相談会の開催＞
　　一般社団法人東京都食品衛生協会の専門家を講師とした、HACCPに関する衛
生管理講習会・相談会を開催した。　開催実績　　10回
　＜食品衛生推進会議におけるHACCPの導入推進依頼＞
　　都知事の委嘱を受けた食品衛生推進員対象とした会議において、巡回指導など
を実施した際にHACCPの導入促進を依頼　開催実績　２回
　＜食品衛生講習会等におけるHACCPに関する普及啓発＞
　　各種業態別講習会やホームページ等においてHACCPの導入を啓発、支援
　　　開催実績　　20回
　＜産業まつり等におけるHACCPに関する街頭相談＞
　　業界団体（一般社団法人東京都食品衛生協会）と協力し、HACCPに関する街頭
相談を実施　開催実績　２回
　＜HACCP訪問アドバイス事業の活用＞
　　一般社団法人東京都食品衛生協会が専門相談員を施設に派遣し、HACCP導入
に関するアドバイスを行うHACCP訪問アドバイス事業（無料）を紹介。 HACCPの導
入を促進した。
≪その他≫
　HACCPの導入推進にあたっては、飲食提供施設の中で最も件数が多い小規模
（調理従事者50名未満）一般飲食店向けに東京都、特別区、東京都食品衛生協会が
協力して作成した「食品衛生管理ファイル」を活用。食品関係事業者がHACCPを導
入するうえで大きな障害となる衛生管理計画時の業務負担を大幅に軽減させた。ま
た、製造記録についても「食品衛生管理ファイル（記録表）」を作成・活用し、なるべく
業務負担を軽減させ、継続的に製造時の記録を保管できるよう利便性の向上を図っ
た。

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・食品関係事業者向けの食品衛生実務講習会を夏季及び秋季に開催し、HACCPに
よる衛生管理について周知
・申請相談時や立入による監視指導において、飲食店向け食品衛生管理ファイルを
用いてHACCPの取組状況を把握し、各施設台帳へ記録を実施

・食品関係事業者向けの食品衛生実務講習会を夏季及び秋季に開催し、HACCPに
よる衛生管理について周知
・申請相談時や立入による監視指導において、飲食店向け食品衛生管理ファイルを
用いてHACCPの取組状況を把握し、各施設台帳へ記録を実施

・食品衛生講習会における制度及び取組方法の説明
・施設立入時における資料等の配布及び取組方法の説明
・ホームページを活用した制度の説明

・食品衛生講習会における制度及び取組方法の説明
・施設立入時における資料等の配布及び取組方法の説明
・ホームページを活用した制度の説明
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▶医薬品等の監視指導等における制度改正等最新情報を提供する取組状況

・オーバードーズ啓発資材（ポスター、相談カード及びリーフレット）の作成・各関係
機関への配布
・立入時の相談カード、リーフレット及び都立精神保健福祉センター作成のリーフ
レット「市販薬・処方薬の乱用・依存」の配布
・立入時にリーフレットを配布するなど濫用のおそれのある医薬品の制度改正を周
知
・薬事衛生自治指導員打合せ会において、最近の通知や苦情事例等を情報提供
・麻薬の最近の事故や違反事例等を紹介し、麻薬管理状況の再確認を依頼した
リーフレットを立入時に配布
・小中学校の生徒、PTAや大学生等への普及啓発メール（令和６年１月号）におい
て、オーバードーズの危険性及び医薬品の適正使用について周知
・南多摩保健所ガイド及びけんこう情報みなみたま（令和５年１０月号及び令和６年
２月号）において薬を取り巻く現状やオーバードーズの危険性について情報提供

・令和５年度に作成したオーバードーズ啓発資材（ポスター、相談カード及びリーフ
レット）を立入時や窓口にて配布
・立入時に都立精神保健福祉センター作成のリーフレット「市販薬・処方薬の乱用・依
存」を配布
・濫用のおそれのある医薬品についてリーフレット等で周知
・薬事衛生自治指導員打合せ会において、最近の通知や苦情事例等を情報提供
・麻薬の最近の事故や違反事例等を紹介し、麻薬管理状況の再確認を依頼したリー
フレットを立入時に配布
・麻薬取扱の留意点についてwebによるストリーミング講習会資料をホームページに
掲載
・小中学校の生徒、PTAや大学生等への普及啓発メール（令和６年４月号）におい
て、オーバードーズの危険性を周知し、作成した啓発資材を紹介、また、令和６年１０
月号においてオーバードーズに関するホームページを案内
・けんこう情報みなみたま（令和６年８月号）において、薬の適正使用やオーバードー
ズの危険性、相談窓口について情報提供
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
・麻薬取扱の留意点についてwebによるストリーミング講習会資料をホームページに
掲載

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・監視のため薬局へ立入を行った際、薬局の取組状況を把握し、必要な事項を情報
提供
・厚生労働省作成の「知っておきたいくすりの知識」パンフレットを窓口で配布
・健康医療政策課が発行している「医療機関ガイド」にかかりつけ薬剤師について掲
載し、普及啓発を実施

・電話や窓口において、薬局からの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律に関する質問等に対し回答
・監視のため薬局へ立入を行った際、薬局の取組状況を把握し、必要な事項を情報
提供
・厚生労働省作成の「知っておきたいくすりの知識」パンフレットを窓口で配布
・健康医療政策課が発行している「医療機関ガイド」にかかりつけ薬剤師を掲載し、
普及啓発を推進

・薬局や店舗販売業等の立ち入り検査を行い、医薬品の販売実態把握及び指導、
濫用等のおそれのある医薬品の制度改正の周知を実施
・東京都及び八王子市と共催の薬局を対象とした薬事講習会を開催し、医薬品等の
監視指導等における最新情報を提供
・市ホームページにおいて、医薬品適正使用や医薬品販売制度に関する情報を提
供

・薬局や店舗販売業等の立ち入り検査を行い、医薬品の販売実態把握及び指導、濫
用等のおそれのある医薬品の制度改正の周知を実施
・東京都及び八王子市と共催の薬局や店舗販売業を対象とした薬事講習会を開催
し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律改正の
最新情報を提供
・市ホームページにおいて、医薬品適正使用や医薬品販売制度に関する情報を提供
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
東京都及び八王子市と共催の薬事講習会において、薬局に加えて、店舗販売業も
対象とした薬事講習会を新たに開催した。

指 標 医薬品等の監視指導等における制度改正等最新情報の提供　⇒　充実する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－３　医薬品等の安全確保

重点プラン １　医薬品安全確保対策の充実
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指標に係る実績データ

▶公衆浴場、旅館、加温プール等に対する立入検査実施率、水質検査実施率
▶公衆浴場、旅館、加温プール等の行政検査レジオネラ属菌不検出率

実

績

値

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

指 標 公衆浴場等におけるレジオネラ症予防対策　⇒　徹底する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－４　生活環境衛生対策の推進

重点プラン ２　公衆浴場等におけるレジオネラ症予防対策の徹底

▶公衆浴場、旅館、加温プール施設等におけるレジオネラ症予防対策指導

・循環式浴槽等を有する公衆浴場等及び加温装置を有するプールへの立入検査指
導
・レジオネラ属菌検出施設に対する衛生監視指導を行い、措置報告書及び維持管
理計画書を徴収
・レジオネラ症患者が発生した場合、関係部署と連携し、発生源特定のため疫学調
査、感染拡大防止対策の実施
・循環式浴槽等を有する公衆浴場等、加温プール及び社会福祉施設等対象のレジ
オネラ症予防対策講習会の開催
・循環式浴槽等を有する公衆浴場等及び加温プールの維持管理状況報告（月報）
の審査指導
・循環式浴槽等を有する新規社会福祉施設等への自主管理点検表の送付及び報
告依頼　　等

・循環式浴槽等を有する公衆浴場等及び加温装置を有するプールへの立入検査指
導
・レジオネラ属菌検出施設に対する衛生監視指導を行い、措置報告書及び維持管理
計画書を徴収
・レジオネラ症患者が発生した場合、関係部署と連携し、発生源特定のため疫学調
査、感染拡大防止対策の実施
・循環式浴槽等を有する公衆浴場等、加温プール及び社会福祉施設等対象のレジ
オネラ症予防対策講習会の開催
・循環式浴槽等を有する公衆浴場等及び加温プールの維持管理状況報告（月報）の
審査指導
・循環式浴槽等を有する新規社会福祉施設等への自主管理点検表の送付及び報告
依頼　　等

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・公衆浴場、旅館、加温プールに立入検査と水質検査を実施
・レジオネラが検出された施設に対する改善指導と再検査の実施
・プール施設から毎月提出される維持管理状況報告書の確認・指導
・プール経営者及び管理者、旅館業経営者に対する衛生管理講習会の開催

・公衆浴場、旅館、加温プールに立入検査と水質検査を実施
・レジオネラが検出された施設に対する改善指導と再検査の実施
・プール施設から毎月提出される維持管理状況報告書の確認・指導
・旅館業経営者に対する衛生管理講習会の開催

・公衆浴場、旅館、加温プールへの立入検査・指導
・加温プールのプール維持管理状況報告（月報）の審査・指導
・レジオネラ症予防対策講習会の開催（2024年2月2日）

・公衆浴場、旅館、加温プールへの立入検査・指導
・加温プールのプール維持管理状況報告（月報）の審査・指導

令和5年度　公衆浴場

立入検査実施率(%) 水質検査実施率(%) レジオネラ属菌不検出率(%)

八王子市 97.2 96.8 93.3

町田市 100.0 100.0 100.0

南多摩保健所 95.5 90.7 97.2

令和5年度　旅館

立入検査実施率(%) 水質検査実施率(%) レジオネラ属菌不検出率(%)

八王子市 96.4 100.0 100.0

町田市 100.0 100.0 100.0

南多摩保健所 100.0 100.0 100.0

令和5年度　加温プール

立入検査実施率(%) 水質検査実施率(%) レジオネラ属菌不検出率(%)

八王子市 100.0 100.0 95.0

町田市 100.0 100.0 100.0

南多摩保健所 90.5 90.5 97.0

令和6年度　公衆浴場

立入検査実施率(%) 水質検査実施率(%) レジオネラ属菌不検出率(%)

八王子市 97.3 100.0 84.4

町田市 100.0 100.0 100.0

南多摩保健所 95.2 95.2 94.6

令和6年度　旅館

立入検査実施率(%) 水質検査実施率(%) レジオネラ属菌不検出率(%)

八王子市 98.1 100.0 100.0

町田市 100.0 100.0 100.0

南多摩保健所 100.0 100.0 100.0

令和6年度　加温プール

立入検査実施率(%) 水質検査実施率(%) レジオネラ属菌不検出率(%)

八王子市 100.0 100.0 95.0

町田市 100.0 100.0 100.0

南多摩保健所 95.2 90.5 93.9
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指 標 アレルギーに関する情報提供及び普及啓発　⇒　充実する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－５　アレルギー対策の推進

重点プラン １　アレルギーに関する情報提供及び普及啓発の充実

▶アレルギーに関する普及啓発等の取組状況

・「東京都アレルギー情報navi.」等、アレルギーに関する最新情報にアクセスしやす
いよう、南多摩保健所ホームページを更新
・地域の関係機関からの問い合わせや相談に随時対応（エピペントレーナーの貸
出、職員向け研修に活用できる最新情報の提供等）

・給食施設職員等の栄養士・管理栄養士等を対象に、食物アレルギーに関する講習
会を実施
　「給食での食物アレルギー対応～最新情報と対応のポイントを徹底解説！～」
　講師：別府大学食物栄養科学部　教授　高松 伸枝氏
　参加人数（圏域全体）：129名
・アレルギーに関する最新情報にアクセスしやすいよう「東京都アレルギー情報
navi.」等の情報を南多摩保健所ホームページで案内
・地域の関係機関からの問い合わせや相談に随時対応（エピペントレーナーの貸出
や職員向け研修に活用できる最新情報の提供等）

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・乳幼児健診や育児相談の場面でアレルギーに関する相談について、医師又は管
理栄養士、保健師等の専門職で対応
・管理栄養士、保健師等の専門職がアレルギーに関する研修を受講
・八王子市医師会の協力により、教職員に対する食物アレルギーの対応及びエピペ
ンの扱い方についての研修会を実施
・緊急時に適正な対応ができることを目的に学校へエピペン練習用トレーナー及び
DVDの貸出を行い、アレルギー対応に関する普及啓発を実施
・令和5年度に開催された「都民アレルギー講演会」（WEB配信）について、認可保育
所、認定こども園、幼稚園、認証保育所、小規模・事業所内保育、認可外保育所、
家庭的保育へ周知

・乳幼児健診や育児相談の場面でアレルギーに関する相談について、医師又は管
理栄養士、保健師等の専門職で対応
・管理栄養士、保健師等の専門職がアレルギーに関する研修を受講
・離乳食講習会でアレルギーに関する講話を実施
・八王子市医師会の協力により、教職員及び保育所・幼稚園関係者に対する食物ア
レルギーの対応及びエピペンの扱い方についての研修会を実施
・緊急時に適正な対応ができることを目的に学校へエピペン練習用トレーナー及び
DVDの貸出を行い、アレルギー対応に関する普及啓発を実施
・令和6年度に開催された「都民アレルギー講演会（子どものアレルギーＱ＆Ａ）」
（WEB配信）について、認可保育所、認定こども園、幼稚園、認証保育所、小規模・事
業所内保育、認可外保育所、家庭的保育へ周知

・乳幼児の保護者向けアレルギー講演会を1回開催し、医師の講演及び小児アレル
ギーエデュケーターによるスキンケア実演を実施

・乳幼児の保護者向けアレルギー講演会を年1回開催（医師の講演及び小児アレル
ギーエデュケーターによるスキンケア実演）
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指標に係る実績データ

▶服薬完了に向けた支援の取組状況

▶DOTS治療完了率

実

績

値

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・発生届受理後、来所又は訪問で本人或いは家族と面接し、確実に服薬できるよう
本人の状況を踏まえた説明と服薬方法を確認し支援
・DOTS検討会（月2回）において、個別の状況に応じた支援方法を検討
・DOTS支援看護師を適切に活用し、支援方針の確認および情報共有に努め、服薬
完了に向けて支援。また、家族を含め、ケアマネージャーや関係部署職員と連携を
図り支援を実施
・医療機関との連絡を行い、菌情報の把握のほか、連絡の取れない患者の状況把
握を実施
・外国人については、外国人結核等患者治療・服薬支援員（医療通訳）派遣事業等
を活用し、母国語による説明を実施し、病気への理解が深まるよう働きかけ、治療と
療養生活が確実に行えるように支援
・技能実習生等で就業している外国人について、窓口会社の担当者への結核治療
の理解促進を図り、連携したDOTSを実施　　等

・発生届受理後、来所又は訪問で本人或いは家族と面接し、確実に服薬できるよう
本人の状況を踏まえた説明と服薬方法を確認し支援
・DOTS検討会（月2回）において、個別の状況に応じた支援方法を検討
・DOTS支援看護師を適切に活用し、支援方針の確認および情報共有に努め、服薬
完了に向けて支援。また、家族を含め、ケアマネージャーや関係部署職員と連携を
図り支援を実施
・医療機関との連絡を行い、菌情報の把握のほか、連絡の取れない患者の状況把
握を実施
・外国人については、外国人結核等患者治療・服薬支援員（医療通訳）派遣事業等
を活用し、母国語による説明を実施し、病気への理解が深まるよう働きかけ、治療と
療養生活が確実に行えるように支援
・技能実習生等で就業している外国人について、窓口会社の担当者への結核治療
の理解促進を図り、連携したDOTSを実施　　等

≪その他≫
令和6年登録のLTBI患者に治療中断者があった。副作用が出現し中止となり、その
後医師の判断で再開することなく登録削除となっている。そのため、DOTS治療完了
率が９５．７％となった。

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・初回面接にて治療の必要性について説明し、担当保健師によるリスクアセスメント
を実施
・外国人結核患者について、初回面談から東京都の医療通訳を活用し、服薬の必
要性や保健所の関わりを説明
・定期的に医療機関が実施するDOTSカンファレンスにて、情報の共有により退院後
の地域DOTSについて早期介入を実施

・初回面接にて治療の必要性について説明し、担当保健師によるリスクアセスメント
を実施
・月１回、所内DOTS会議を実施し、服薬状況の確認やアセスメントを再評価
・外国人結核患者について、初回面談から東京都の医療通訳を活用し、服薬の必要
性や保健所の関わりを説明
・定期的に医療機関が実施するDOTSカンファレンスにて、情報の共有により退院後
の地域DOTSについて早期介入を実施

・患者及び服薬支援者（家族、病院及び施設の職員等）に対して、結核の正しい知
識、DOTSの必要性、保健所の役割等を説明するなど、療養支援を実施
・精神障害の患者について、関係機関（障害担当部署、訪問看護、薬局、精神科ク
リニック等）と連絡を取り、コホート検討会にも参加してもらうなど支援を実施

・患者及び服薬支援者（家族、病院及び施設の職員等）に対して、結核の正しい知
識、DOTSの必要性、保健所の役割等を説明するなど、療養支援を実施。
・生活保護受給中の服薬継続困難事例について、関係機関（生活保護担当者、訪問
看護等）と連携して支援を実施。関係機関にはコホート検討会にも参加してもらった。

指 標 患者の背景に応じたDOTSの実施　⇒　推進する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－６　感染症の予防と対応

重点プラン ３　結核の感染拡大防止のための早期発見と治療終了支援

令和5年度　DOTS治療完了率(%)

八王子市 100

町田市 100

南多摩保健所 100

令和6年度　DOTS治療完了率(%)

八王子市 100

町田市 100

南多摩保健所 95.7
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・医師会、歯科医会、薬剤師会、柔道整復師会、行政関係部署で構成する稲城市災
害医療連携会議及び災害医療連携会議調整部会を定期開催

・医師会、歯科医会、薬剤師会、柔道整復師会、行政関係部署で構成する稲城市災
害医療連携会議及び災害医療連携会議調整部会を定期開催

・南多摩保健医療圏ワーキンググループに参加（月１回）
・南多摩保健医療圏ワーキンググループに参加（月１回）
・地域災害医療連携会議参加

・町田市災害医療関係者連絡会の実施
・町田市医師会・町田市薬剤師会と医薬品備蓄に関する管理委託契約を締結
・圏域地域災害医療連携会議、圏域災害医療調整部会への参加

・町田市災害医療関係者連絡会の実施
・町田市医師会・町田市薬剤師会と医薬品備蓄に関する管理委託契約を締結
・圏域地域災害医療連携会議、圏域災害医療調整部会への参加

・南多摩保健医療圏の定例開催の災害医療ワーキンググループへ参加
・南多摩保健医療圏のEMIS訓練へ参加

・南多摩保健医療圏の定例開催の災害医療ワーキンググループへ参加
・南多摩保健医療圏のEMIS訓練へ参加

・圏域通信訓練への参加
・南多摩保健医療圏ワーキンググループ、多摩市災害医療ワーキンググループへ
の参加

・圏域通信訓練への参加
・南多摩医療圏ワーキンググループ、多摩市災害医療ワーキンググループへの参加

▶医療連携体制強化のための取組

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・南多摩医療圏通信訓練参加（令和5年度、1回）
・市図上訓練実施（令和5年度、1回）

・南多摩医療圏通信訓練参加（令和６年度、１回）
・市図上訓練実施（令和６年度、１回）

指 標 災害対策訓練・研修会等を通した災害医療連携体制　⇒　充実する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－７　災害対策・救急医療の充実

重点 プ ラ ン ２　災害医療連携体制の充実

▶関係機関と連携した医療救護活動訓練、通信訓練、各種研修会等の実施状況

・保健所内において発災時の初動体制確立を目的とした訓練を実施
・圏域の市職員等を対象に市町村支援研修（避難所運営ゲーム研修）を実施

・保健所内において発災時の初動体制確立を目的とした訓練を実施
　災害時の初動体制確立を目的に転入職員を対象とした、所内初動対応訓練（ポ
ケットマニュアル）を４月１１日に実施した。また、災害時初動対応訓練（災対本部立
上げ）及び情報伝達訓練（災害用伝言ダイヤル）を１１月１日に実施した。
・圏域の市職員等を対象に市町村支援研修（「避難所運営ゲーム研修」「令和6年能
登半島地震災害派遣報告～嘔吐があった時の感染症対策」）を実施
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
「令和6年能登半島地震災害派遣報告～嘔吐があった時の感染症対策」の実施

・日野市医師会と医療従事者ほか関係者の参加により、康明会病院前緊急医療救
護所訓練を実施

・日野市医師会と医療従事者ほか関係者の参加により、生活保健センターにて図上
訓練実施

・緊急医療救護所設営訓練の実施　　等
・緊急医療救護所設置運営訓練
・緊急医療救護所設置運営マニュアルの改訂
・東京都災害医療コーディネート研修会への参加

・医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会と連携し、稲城市防災訓練におい
てトリアージ訓練など災害医療救護活動を実施

・医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会と連携し、稲城市防災訓練におい
てトリアージ訓練など災害医療救護活動を実施
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
災害医療連携会議調整部会にて提案があり、新たに災害医療に関する各師会会員
を対象としたトリアージ訓練を令和6年8月27日に実施した。

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・八王子市総合防災訓練の実施（町会、自治会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、
助産師会等参加）
・八王子市総合防災訓練では、医療救護活動拠点運営拠点訓練及び緊急医療救
護所トリアージ訓練を行い、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会との連
携について確認
・緊急医療救護所設置・運営訓練の実施（令和5年度、3か所）

・八王子市総合防災訓練の実施（町会、自治会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、
助産師会等参加）
・市図上訓練実施（令和6年度、1回）
・八王子総合防災訓練における、医師会・歯科医師会・薬剤師会・柔道整復師会によ
る市民向け講習会の開催
・緊急医療救護所設置・運営訓練の実施（令和６年度、２か所）
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
八王子市総合防災訓練において、例年内部の訓練を開催していたが、令和6年度は
災害医療についての普及啓発を目的に市民向け講座を開催した。

・医療救護活動に関する研修会を開催。医療救護活動訓練、都・南多摩保健医療
圏通信訓練に参加。南多摩保健医療圏通信訓練に合わせて、独自にIP無線訓練を
実施。

・医療救護活動に関する研修会を開催。医療救護活動訓練、都・南多摩保健医療圏
通信訓練に参加。南多摩保健医療圏通信訓練に合わせて、独自にIP無線訓練を実
施。
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
・行政職を対象に図上訓練として行っていた医療救護活動訓練を、医師会をはじめと
する４つの師会と行政による実動訓練に向けて実施の検討を行った。
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▶研修会、講習会等における住民、医療機関等との情報共有状況

・地域医療安全推進分科会の開催
・医療安全推進担当者連絡会、研修会の実施
・患者相談窓口担当者連絡会、研修会の実施
・住民向け研修会の開催
・広報誌（けんこう情報みなみたま）を活用した住民向け普及啓発の実施
・関係機関等への「患者の声相談窓口」相談内容の還元

・地域医療安全推進分科会の開催
・医療安全推進担当者連絡会、研修会の実施
・患者相談窓口担当者連絡会、研修会の実施
・住民向け研修会の開催
・広報誌（けんこう情報みなみたま）を活用した住民向け普及啓発の実施
・関係機関等への「患者の声相談窓口」相談内容の還元

【ベースライン値】令和6年3月31日現在（5年度） 令和7年3月31日現在（6年度）

・八王子市ホームページに「医療安全支援センター」のページを作成し、「上手な医
療のかかり方」等について情報提供
・医療安全週間（11月）に合わせ、広報記事掲載
・医療関係従事者向け研修会の開催
・医療安全相談窓口の実績を3師会に共有

・八王子市ホームページに「医療安全支援センター」のページを作成し、「上手な医療
のかかり方」等について情報提供
・医療安全週間（11月）に合わせ、広報記事掲載
・医師会報のコラムにおいて、医療安全についての記事を掲載
・医療関係従事者向け研修会の開催
・医療安全相談窓口の実績を3師会に共有

・みんなの健康だよりに「医師の働き方改革と上手な医療のかかり方」についての記
事を掲載
・町田市ホームページに「町田市医療安全支援センター」、「市内病院患者相談窓口
一覧」、「医療安全相談窓口によく寄せられる相談」を掲載
・市内医療従事者向けに「医療クレーム対応術」についてオンライン研修会を実施

・みんなの健康だよりに「医療機関の上手な見つけ方」と題し、医療情報ネット（ナビ
イ）についての記事を掲載。
・町田市ホームページの「医療安全支援センター」、「医療安全相談窓口によく寄せら
れる相談」の情報を更新・現状に即した内容に修正。
・市民向けに「乳幼児等の上手な医療のかかり方」についてオンライン講習会を実
施。
・医療冊子（みんなの医療）を発行し。市内関係機関への送付、市民への配布、ホー
ムページに掲載を行った。
・町田市医療安全相談窓口の案内チラシを更新。市内関係機関に送付し、市民へ周
知。
≪新たに取り組んだ点・変更点≫
令和5年度は市内医療従事者向けに研修会を実施したが、令和6年度は市民向けに
講習会を実施。

指 標 研修会、講習会等における情報、共有　⇒　推進する

南多摩保健医療圏地域保健医療推進プラン　　事業実施状況

項 目 第２章　２－８　医療安全対策の推進

重点プ ラン １　医療安全支援のための取組の推進


